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2026年 6月 3日 

各  位 

 

委 託 会 社 名 大和アセットマネジメント株式会社 

代表者の役職氏名 代表取締役社長 佐野 径 

担当者の役職氏名 商品企画部 長尾 健司 

 （連絡先 0120-106212） 

 

iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス 

受益権の併合および重大な約款変更にかかる書面決議基準日設定のお知らせ 
 

 

当社は、「iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス」につきまして、受益権の併合およ

び重大な約款変更を行なうため、法令の規定に従い書面決議の手続きを行なうことを決定いたしまし

た。当該書面決議においては、2026 年 6 月 15 日を基準日として設定し、当該基準日現在の当 ETF の

受益者名簿上の受益者を、当該書面決議における議決権を行使できる受益者と定めましたので、お知

らせいたします。 

当該書面決議が可決された場合、2026 年 10 月 3 日付で約款変更を実施し、2026 年 10 月 21 日を基

準日として受益権の併合を行なう予定です。 

また、受益権の併合および付随する約款変更が行なわれる場合、受益権の併合により受益権総口数

が減少することに伴い、2026年 10月 22日付で所要の約款変更を行ないます。 

 
記 

 

1．銘柄名（銘柄コード） 

iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス（銘柄コード：1366） 

（以下「当 ETF」といいます。） 

 

2．日程 

・書面決議の対象受益者の確定基準日  ：2026 年 6 月 15 日（月） 

・議決権行使期限    ：2026 年 8 月 12 日（水） 

・書面決議日     ：2026 年 8 月 20 日（木） 

 

＜以下、書面決議が可決された場合＞ 

・金融庁への届出日    ：2026 年 8 月 27 日（木） 

・買取請求期間開始日    ：2026 年 8 月 28 日（金） 

・買取請求期間終了日     ：2026 年 9 月 16 日（水） 

・約款変更実施日       ：2026 年 10 月 3 日（土） 

（「株式等振替制度に係る業務処理要領」

に基づく規定の追加） 

・併合基準日      ：2026 年 10 月 21 日（水） 

・併合効力発生日       ：2026 年 10 月 22 日（木） 

・約款変更実施日       ：2026 年 10 月 22 日（木） 

（当初元本の明確化、受益権の設定および

一部解約にかかる申込単位の変更、信託契

約の解約の事由の変更） 
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3．受益権の併合 

① 併合の方法 

2026年10月21日の最終受益者名簿に記載された受益者の有する受益権につき、100：1の比率で併合し

ます（当該併合により、100口の受益権が1口となります。）。 

※ 基準価額の表示単位（10口）および東京証券取引所における売買単位（1口）については変更あり

ません。 

 

② 併合の理由 

当 ETF は 2015 年 1 月に設定されましたが、基準価額は設定来下落傾向にあり、当初設定日の基準価

額は 99,966 円（10 口当たり）であったのに対し、2026 年 4 月 30 日時点では 951 円（10 口当たり）と

なっております。当 ETF の基準価額の低下は、対象指数に連動する精度の相対的な低下を招きやすく、

また取引所価格も下落（2026 年 4 月 30 日時点の取引所価格の終値は 96 円）していることから、当該価

格の 1 円の変化が与える影響の拡大も懸念される状況となっております。従いまして、商品性を適切に

維持するため、受益権の併合を行ないます。 

 

③ 併合の影響 

受益権の併合により、受益権総口数は 100 分の 1 に減少しますが、1 口当たりの純資産総額は 100 倍

となり、市況動向などの要因を除けば、理論的には当 ETF の資産価値が変動するものではありません。 

＜併合により減少する口数と保有純資産総額（例）＞ 

 併合前 併合後 

基準価額 100 円 10,000 円 

保有口数 10,000 口 100 口 

保有純資産総額 1,000,000 円 1,000,000 円 

 

(1) 受益権の併合後に 1 口に満たない端数が生じる場合の取り扱い 

受益権の併合に伴い生じる 1 口に満たない端数部分については、一括して売却し、その売買代金（端

数処理代金）を、端数が生じた受益者の方に対して端数部分の持分に応じてお返しいたします。 

 

(2) 保有口数による取り扱い 

イ. 併合基準日における保有口数が 100 口に満たない受益者の方 

全保有口数分の端数処理代金をお返しいたします。 

ロ. 併合基準日における保有口数が 100 口以上の受益者の方 

併合効力発生日（2026 年 10 月 22 日）をもって、100 口の受益権が 1 口となります。 

100 口を整数倍した部分以外の口数（100 口に満たない端数部分）につきましては、当該端数部分

の持分に相当する端数処理代金をお返しいたします。 

保有受益権口数 1 口～99 口 100 口以上 

2026年 10月 22日以降の保有受

益権 

なし 2026 年 10 月 21 日時点の受益

権について、100 口の整数倍部

分を受益権として保有 

端数受益権 

（100口に満たない部分の処理） 

現金化して返金 同左 

例 2026 年 10 月 21 日時点の

保有受益権口数 

99 口 

 

550 口 

 

2026 年 10 月 22 日以降の

保有受益権口数 

0 口 5 口 

現金化対象口数 

（2026年 10月 21日時点） 

99 口 

（100 口に満たないため、保有

口数のすべてが現金化の対象

50 口 

（2026 年 10 月 21 日時点の保

有口数から 100 口の整数倍部
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となります。） 分を引いた口数が現金化の対

象となります。） 

 

④ 受益権の設定および一部解約の受付停止 

受益権の併合に向けた対応実務等のため、以下のとおり申込みの受付けを停止します。 

2026年10月20日 設定、一部解約ともに受付停止 

2026年10月21日 設定、一部解約ともに受付停止 

※東京証券取引所を通じた当ETFの売買を停止するものではありません。 

※東京証券取引所における売買については、2026年10月20日より、受益権併合を反映した価格でお

取引いただくことになります。お取引の際は十分ご留意ください。 

 

[東京証券取引所における売買の日程] 

併合前の口数・価格でのお取引 2026年10月19日まで 

併合後の口数・価格でのお取引 2026年10月20日以降 

※2026年10月20日以降は、併合前の口数で100口未満の受益権については売却することができなく

なります。ご注意ください。 

 
4．約款変更（予定）の内容および理由 

(1) 受益権の併合にあたり、受益権を併合できる旨の規定を追加するとともに、証券保管振替機構が定め

る「株式等振替制度に係る業務処理要領」に基づいて受益権を併合する場合の規定を追加します。 

 

(2) 受益権の併合に伴い、当初元本が変更されるため、当初元本を明確化する変更を行ないます。 

 

(3) 受益権の併合に伴い、受益権口数が減少するため、受益権の設定および一部解約にかかる申込単位を、

「1万口以上10口単位」から「100口以上10口単位」に変更します。 

 

(4) 受益権の併合に伴い、受益権口数が減少するため、信託契約の解約（繰上償還）の事由に定める口数

を変更します。また、繰上償還できるとする受益権口数を10万口（1口当たりの当初設定元本1万円で換

算して10億円）未満と定めていましたが、基準価額の大幅な下落により10万口（受益権併合前）に相当

する金額が当初設定時の想定と大きく乖離した状況となっているため、繰上償還できる条件として、純

資産総額が10億円未満となった場合を追加します。（下線部を変更） 

変更前：イ. 委託者は、信託期間中において、受益権の口数が 10 万口を下ることとなった場合は、こ

の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 

ロ. 委託者は、受益権の口数が 20 営業日連続して 5 万口を下ることとなった場合は、この信

託契約を解約し、信託を終了させます。 

変更後：イ. 委託者は、信託期間中において、受益権の口数が 1,000 口を下ることとなった場合また

は信託財産の純資産総額が 10 億円を下ることとなった場合は、この信託契約を解約し、信

託を終了させることができます。 

ロ. 委託者は、受益権の口数が 20 営業日連続して 500 口を下ることとなった場合は、この信

託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

5．書面決議の手続き 

基準日（2026年6月15日）現在の当ETFの受益者の方は、受益権の併合および約款変更にかかる議案（以

下「本議案」といいます。）について議決権を行使することができます。当該受益者の皆様に対して、後

日、本議案に関する議決権行使書を送付いたしますので、議決権を行使される方は、2026年8月12日まで

に、議決権行使書に必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。なお、議決権を行使されない場合は、約

款第56条第3項の規定により、当該受益者の方は本議案について賛成するものとみなされます。 
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本議案にかかる書面決議において、賛成された方の保有する受益権の合計口数が基準日現在の受益権総

口数の3分の2以上となった場合に本議案は可決され、当ETFは受益権の併合および約款変更を実施いたし

ます。 

 

6．書面決議に反対された受益者の買取請求 

上記の約款変更に反対された受益者は、投資信託及び投資法人に関する法律第18条に基づいて、2026年

8月28日から同年9月16日までの間に、当ETFの受託会社に対して、2026年6月15日時点で保有する受益権に

ついて、当該信託財産をもって買取ることを当社所定の手続きに基づいて請求することができます。 

なお、約款変更に反対された受益者の方が必ず買取請求をしなければならないわけではありません。 

 

7．信託約款の新旧対照表 

 

（2026 年 10 月 3 日変更） 

変 更 後 現 行 

 

（当初の受益者） 

第 7条 この信託契約締結当初および追加信託当初

の受益者は、委託者の指定する受益権取得申

込者とし、第8条第1項の規定により分割され

た受益権は、その取得申込口数に応じて、取

得申込者に帰属します。ただし、別に定める

金融商品取引清算機関（金融商品取引法第2条

第29項に規定する金融商品取引清算機関と

し、以下「清算機関」といいます。）の業務方

法書に定めるところにより、第13条に定める

取得申込を受付けた指定販売会社が、当該取

得申込の受付によって生じる金銭の支払いの

債務の負担を当該清算機関に申込み、これを

当該清算機関が負担する場合の信託契約締結

当初または追加信託当初の受益者は当該清算

機関とします。 

 

（受益権の分割、再分割および併合） 

第 8条 （略） 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株

式等の振替に関する法律（以下「社振法」と

いいます。）に定めるところに従い、一定日現

在の受益権を均等に再分割または併合するこ

とができるものとします。 

③ 委託者は、前項の規定により受益権の再分

割または併合を行なう場合には、振替機関（社

振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以

下「振替機関」といいます。）の規定に従い、

次の各号のとおり行ないます。 

1．受益権の再分割または併合にかかる増加

比率または減少比率の乗算対象は、受益者

ごとの口数とします。ただし、質権が設定

されている場合には質権設定者ごと、特別

受益者の申出が行なわれている場合には特

別受益者ごとの口数とします。 

2．受益権の再分割または併合に際し1口に満

たない端数が生じる場合、そのすべての端

 

（当初の受益者） 

第 7条 この信託契約締結当初および追加信託当初

の受益者は、委託者の指定する受益権取得申

込者とし、第8条の規定により分割された受益

権は、その取得申込口数に応じて、取得申込

者に帰属します。ただし、別に定める金融商

品取引清算機関（金融商品取引法第2条第29項

に規定する金融商品取引清算機関とし、以下

「清算機関」といいます。）の業務方法書に定

めるところにより、第13条に定める取得申込

を受付けた指定販売会社が、当該取得申込の

受付によって生じる金銭の支払いの債務の負

担を当該清算機関に申込み、これを当該清算

機関が負担する場合の信託契約締結当初また

は追加信託当初の受益者は当該清算機関とし

ます。 

 

（受益権の分割および再分割） 

第 8条 （略） 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株

式等の振替に関する法律（以下「社振法」と

いいます。）に定めるところに従い、一定日現

在の受益権を均等に再分割できるものとしま

す。 

（新  設） 
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変 更 後 現 行 

数を受益者ごとに合算し、その合算により

生じる整数部分を当該受益者の口数に記録

します。 

3．前号により合算しても残る各受益者の端

数部分については、他の受益者の同様の端

数部分と合算のうえ、その合算により生じ

る整数部分を、委託者が振替機関に届け出

た口座に口数として記録し、小数として残

る部分については切り捨てます。 

4．前号の委託者が振替機関に届け出た口座

に記録された口数については、換価処分の

うえ、前号に規定する各受益者の端数部分

に応じて分配します。 

5．委託者は、受益権の取得申込の受付およ

び一部解約請求の受付について制限を行な

う場合があります。 

 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第11条 この信託のすべての受益権は、社振法の規

定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者が

あらかじめこの投資信託の受益権を取り扱う

ことについて同意した一の振替機関および当

該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第

2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替

機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）

の振替口座簿に記載または記録されることに

より定まります（以下、振替口座簿に記載ま

たは記録されることにより定まる受益権を

「振替受益権」といいます。）。 

 

 

② （略） 

③ 委託者は、第8条第1項の規定により分割さ

れた受益権について、振替機関等の振替口座

簿への新たな記載または記録をするため社振

法に定める事項の振替機関への通知を行なう

ものとします。振替機関等は、委託者から振

替機関への通知があった場合、社振法の規定

に従い、その備える振替口座簿への新たな記

載または記録を行ないます。 

 

（名義登録と収益分配金、端数処理代金、償還金お

よび一部解約金の支払い） 

第43条 （略） 

②～⑤ （略） 

⑥ 第8条第3項第4号の規定により分配される

金銭（以下「端数処理代金」といいます。）は、

原則として、受益権の再分割または併合の効

力発生日から起算して3カ月以内の委託者の

指定する日から、同号に規定する端数部分を

有する受益者に対して、受託者等から支払い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第11条 この信託のすべての受益権は、社振法の規

定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者が

あらかじめこの投資信託の受益権を取り扱う

ことについて同意した一の振替機関（社振法

第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振

替機関」といいます。）および当該振替機関の

下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する

「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、

以下「振替機関等」といいます。）の振替口座

簿に記載または記録されることにより定まり

ます（以下、振替口座簿に記載または記録さ

れることにより定まる受益権を「振替受益権」

といいます。）。 

② （略） 

③ 委託者は、第8条の規定により分割された受

益権について、振替機関等の振替口座簿への

新たな記載または記録をするため社振法に定

める事項の振替機関への通知を行なうものと

します。振替機関等は、委託者から振替機関

への通知があった場合、社振法の規定に従い、

その備える振替口座簿への新たな記載または

記録を行ないます。 

 

（名義登録と収益分配金、償還金および一部解約金

の支払い） 

第43条 （略） 

②～⑤ （略） 

（新  設） 
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変 更 後 現 行 

⑦ （略） 

⑧ （略） 

⑨ （略） 

 

（収益分配金、端数処理代金、償還金および一部解

約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 

第44条 受託者は、収益分配金について支払開始日

から5年経過した後に未払残高があるとき、な

らびに端数処理代金および信託終了による償

還金について支払開始日からそれぞれ10年経

過した後に未払残高があるときは、当該金額

を委託者に交付するものとします。 

② 受託者は、一部解約金については、前条第8

項に規定する支払日までにその全額を委託者

の指定する預金口座等に払い込みます。 

③ 受託者は、前各項の規定により収益分配金、

端数処理代金、償還金および一部解約金を払

い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、

その責に任じません。 

 

（収益分配金、端数処理代金および償還金の時効） 

第45条 受益者が、収益分配金については第43条第

5項に規定する支払開始日から5年間その支払

いを請求しないとき、ならびに端数処理代金

および信託終了による償還金については第43

条第6項および第7項に規定する支払開始日か

らそれぞれ10年間その支払いを請求しないと

きは、その権利を失い、受託者から交付を受

けた金銭は、委託者に帰属します。 

 

（質権口記載または記録の受益権の取扱い） 

第50条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載ま

たは記録されている受益権にかかる収益分配

金の支払い、端数処理代金の支払い、一部解

約請求の受付、一部解約金および償還金の支

払い等については、この約款によるほか、民

法その他の法令等に従って取り扱われます。 

 

⑥ （略） 

⑦ （略） 

⑧ （略） 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込み

と支払いに関する受託者の免責） 

第44条 受託者は、収益分配金について支払開始日

から5年経過した後に未払残高があるとき、お

よび信託終了による償還金について支払開始

日から10年経過した後に未払残高があるとき

は、当該金額を委託者に交付するものとしま

す。 

② 受託者は、一部解約金については、前条第7

項に規定する支払日までにその全額を委託者

の指定する預金口座等に払い込みます。 

③ 受託者は、前各項の規定により収益分配金、

償還金および一部解約金を払い込んだ後は、

受益者に対する支払いにつき、その責に任じ

ません。 

 

（収益分配金および償還金の時効） 

第45条 受益者が、収益分配金については第43条第

5項に規定する支払開始日から5年間その支払

いを請求しないときならびに信託終了による

償還金については第43条第6項に規定する支

払開始日から10年間その支払いを請求しない

ときは、その権利を失い、受託者から交付を

受けた金銭は、委託者に帰属します。 

 

 

（質権口記載または記録の受益権の取扱い） 

第50条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載ま

たは記録されている受益権にかかる収益分配

金の支払い、一部解約請求の受付、一部解約

金および償還金の支払い等については、この

約款によるほか、民法その他の法令等に従っ

て取り扱われます。 

 

 

（2026 年 10 月 22 日変更） 

変 更 後 現 行 

 

（受益権の分割、再分割および併合） 

第 8条 委託者は、第2条の規定による受益権につい

ては10万口に、追加信託によって生じた受益

権については、これを追加信託のつど第9条第

1項の追加口数に、それぞれ均等に分割しま

す。なお、2026年10月21日現在の受益権を100

対1の割合で併合しており、1口当たりの当初

元本額は1,000,000円です。 

②～③ （略） 

 

 

（受益権の分割、再分割および併合） 

第 8条 委託者は、第2条の規定による受益権につい

ては10万口に、追加信託によって生じた受益

権については、これを追加信託のつど第9条第

1項の追加口数に、それぞれ均等に分割しま

す。 

 

 

②～③ （略） 
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変 更 後 現 行 

（受益権の申込単位および価額） 

第13条 委託者が別に指定する第一種金融商品取引

業者（金融商品取引法第28条第1項に規定する

第一種金融商品取引業を行なう者をいいま

す。）および登録金融機関（金融商品取引法第

2条第11項に規定する登録金融機関をいいま

す。）（以下総称して「指定販売会社」といい

ます。）は、第8条第1項の規定により分割され

る受益権の取得申込者に対し、100口以上10口

単位をもって当該取得の申込に応じることが

できます。 

②～⑧ （略） 

 

（信託契約の一部解約） 

第46条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、

委託者に対し、委託者が別に定める時限まで

に、100口以上10口単位をもって一部解約請求

をすることができます。 

②～⑨ （略） 

 

（信託契約の解約） 

第51条 委託者は、信託期間中において、受益権の

口数が1,000口を下ることとなった場合もし

くは信託財産の純資産総額が10億円を下るこ

ととなった場合、この信託契約を解約するこ

とが受益者のため有利であると認めるときま

たはやむを得ない事情が発生したときは、受

託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、

信託を終了させることができます。この場合

において、委託者は、あらかじめ、解約しよ

うとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、受益権の口数が20営業日連続し

て500口を下ることとなった場合、第6条の規

定により受益権を上場したすべての金融商品

取引所において上場廃止となった場合または

対象指数が廃止された場合には、受託者と合

意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終

了させます。この場合において、委託者は、

あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁

に届け出ます。なお、受益権を上場したすべ

ての金融商品取引所において当該受益権の上

場が廃止された場合には、委託者は、その廃

止された日に、信託を終了するための手続を

開始するものとします。 

③～⑥ （略） 

（受益権の申込単位および価額） 

第13条 委託者が別に指定する第一種金融商品取引

業者（金融商品取引法第28条第1項に規定する

第一種金融商品取引業を行なう者をいいま

す。）および登録金融機関（金融商品取引法第

2条第11項に規定する登録金融機関をいいま

す。）（以下総称して「指定販売会社」といい

ます。）は、第8条第1項の規定により分割され

る受益権の取得申込者に対し、1万口以上10口

単位をもって当該取得の申込に応じることが

できます。 

②～⑧ （略） 

 

（信託契約の一部解約） 

第46条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、

委託者に対し、委託者が別に定める時限まで

に、1万口以上10口単位をもって一部解約請求

をすることができます。 

②～⑨ （略） 

 

（信託契約の解約） 

第51条 委託者は、信託期間中において、受益権の

口数が10万口を下ることとなった場合もしく

はこの信託契約を解約することが受益者のた

め有利であると認めるときまたはやむを得な

い事情が発生したときは、受託者と合意のう

え、この信託契約を解約し、信託を終了させ

ることができます。この場合において、委託

者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監

督官庁に届け出ます。 

 

② 委託者は、受益権の口数が20営業日連続し

て5万口を下ることとなった場合、第6条の規

定により受益権を上場したすべての金融商品

取引所において上場廃止となった場合または

対象指数が廃止された場合には、受託者と合

意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終

了させます。この場合において、委託者は、

あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁

に届け出ます。なお、受益権を上場したすべ

ての金融商品取引所において当該受益権の上

場が廃止された場合には、委託者は、その廃

止された日に、信託を終了するための手続を

開始するものとします。 

③～⑥ （略） 

 

 

以上 
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よくあるご質問 
 

 

Q1：どのような変更を予定しているのでしょうか？ 

A1：当 ETF の複数の受益権をまとめてひとつにする「受益権併合」を予定しています。今回は、

2026 年 10 月 21 日の最終受益者名簿に記載された受益者の保有する受益権につき、100：1 の

比率で併合いたします。当該併合により、100 口の受益権が 1 口となります。なお、売買単位

については変更いたしません。 

また受益権併合に伴い、受益権口数が減少するため、以下の変更も予定しています。 

 

① 受益権の設定および一部解約にかかる申込単位を、「1万口以上 10口単位」から「100口以上

10口単位」に変更します。 

② 信託契約の解約（繰上償還）の事由に定める口数を変更し、繰上償還できる条件として、純

資産総額が 10億円未満となった場合を追加します。（下線部を変更） 

変更前：イ. 委託者は、信託期間中において、受益権の口数が 10万口を下ることとなった場合は、

この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 

ロ. 委託者は、受益権の口数が 20営業日連続して 5万口を下ることとなった場合は、こ

の信託契約を解約し、信託を終了させます。 

変更後：イ. 委託者は、信託期間中において、受益権の口数が 1,000口を下ることとなった場合

または信託財産の純資産総額が 10 億円を下ることとなった場合は、この信託契約を解

約し、信託を終了させることができます。 

ロ. 委託者は、受益権の口数が 20営業日連続して 500口を下ることとなった場合は、こ

の信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

Q2：なぜ受益権併合を実施するのでしょうか？ 

A2：当 ETF は 2015 年 1 月 5 日に設定され、10 年以上にわたって運用を継続してまいりました。

当初設定日の基準価額は 99,966 円（10 口あたり）でしたが、2026 年 4 月 30 日時点の基準価

額は 951円（10口あたり）と下落傾向にあります。基準価額が低水準にあることで、当該価格

1 円の変化が与える影響が相対的に大きくなっており、対象指数に連動する精度の低下も懸念

されることから、適正な商品性を維持するために、受益権併合を行うことといたしました。 

 

Q3：受益権併合によって保有する口数が減少しますが、資産価値はどうなりますか？ 

A3：受益権併合によって保有する口数は 100分の 1になりますが、1口あたりの基準価額は 100倍

になります。そのため、市況変動等の要因を除けば、当 ETFの資産価値は変わりません。ただ

し、保有口数によっては端数受益権となるため、受益者としての権利に影響する可能性があり

ます。 

 

Q4：当 ETFを 100口以上保有している場合にはどうなりますか？ 

A4：2026年 10月 21日時点で当 ETFを 100口以上保有している場合、併合効力発生日（2026年 10

月 22日）をもって、100口の受益権が 1口となります。100口を整数倍した部分以外の口数は

100口に満たない端数受益権となります。 

（例）2026年 10月 21日時点で当 ETFを 550口保有している場合 

2026年 10月 22日以降の保有受益権口数：5口、端数受益権口数：50口 

端数受益権は一括して売却することにより現金化し、端数部分の持ち分に応じてお返しいたし

ます。お返しする金額および受取手続きにつきましては、端数受益権の売却が完了次第ご案内

いたします。 
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Q5：保有口数が 100口に満たない場合にはどうなりますか？ 

A5：保有口数全てが端数受益権口数となるため、受益者としての地位を保つことができません。 

（例）2026年 10月 21日時点で当 ETFを 99口保有している場合 

2026年 10月 22日以降の保有受益権口数：0口、端数受益権口数：99口 

端数受益権は一括して売却することにより現金化し、端数部分の持ち分に応じてお返しいたし

ます。お返しする金額および受取手続きにきましては、端数受益権の売却が完了次第ご案内い

たします。 

 

Q6：受益権併合時に端数受益権が生じないようにするためにはどうすれば良いでしょうか？ 

A6：100 口の倍数となる口数にすることで、端数受益権が生じないようにすることができます。

2026年 10月 19日までに、証券取引所を通じてご自身で買い増しまたは売却をお願いいたしま

す。 

 

Q7：最小取引金額や売買単位は変わりますか？ 

A7：最小取引金額は、理論上 100倍となります。売買単位は 1口単位で変更ありません。 

 

Q8：受益権併合の結果、取引価格や保有受益権がいつ変更になるのかを知りたい 

A8：取引所では、併合権利落ち日の 2026年 10月 20日から併合後の価格で取引が行われます。以

下は、2026 年 10 月 19日における基準価額および取引価格（いずれも 1口あたり）を 85 円、

保有受益権を 100口とし、その後変化がないと仮定し例示するものです。 
※実際には、市場動向に伴い変動します。 

 

日付  
取引所 

価格（A） 

売買単位

（B） 

最小取引 

金額 

（A×B） 

呼び値 

単位 

基準価額 

（1口 

あたり） 

保有 

受益権 

10/19 

併合権利

付き取引

最終日 

85円 1口 85円 1円 85円 100口 

10/20 
併合権利

落ち日 
8,500円 1口 8,500円 1円 85円 （※）100口 

10/21 
併合 

基準日 
8,500円 1口 8,500円 1円 85円 （※）100口 

10/22 
併合効力

発生日 
8,500円 1口 8,500円 1円 8,500円 （※）   1口 

（※）投資家の皆様の証券口座では、併合権利落ち日の 2026年 10月 20日から併合後の口数が表

示される場合があります。 

（※）2026年 10月 20日以降は、併合前の口数で 100口未満の受益権については売却することが

できなくなります。ご注意ください。 

 

Q9：約款変更に賛成の場合、または反対ではない場合はどのような手続きが必要でしょうか？ 

A9：特段のお手続きは不要です。（議決権行使書を返信いただく必要はありません。議決権行使書 

が返送されない場合、信託約款の規定により賛成と見なされます。） 

 

Q10：約款変更に反対の場合はどのような手続きが必要でしょうか？ 

A10：受益者の方に送付される議決権行使書に必要事項をご記入のうえ、 2026 年 8 月 12 日まで

に到着するようご返送ください。 

 

以上 


